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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質の隔壁を有し、前記隔壁によって一方の端面から他方の端面まで貫通する複数の
セルが区画形成された柱状のハニカム構造体と、所定のセルの前記一方の端面側の開口部
を封止する複数の第一の目封止部材と、残余のセルの前記他方の端面側の開口部を封止す
る複数の第二の目封止部材と、を備えた目封止ハニカム構造体であって、
　前記第一の目封止部材及び前記第二の目封止部材が、前記ハニカム構造体となるハニカ
ム成形体のセルの開口部に充填された目封止スラリーを焼成することにより形成されたも
のであり、
　前記一方の端面側の前記第一の目封止部材が、封止する前記セルが開口していた端面側
とは反対側の端部に、前記セルの軸方向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部
を有し、且つ、前記第一の目封止部材の封止する前記セルが開口していた側の端面が、前
記ハニカム構造体の前記一方の端面から連続する同一平面上に平坦に形成され、前記第一
の目封止部材の前記凸状部の裾部から頂部までの長さが、０．１ｍｍより大きく、３ｍｍ
より小さい目封止ハニカム構造体。
【請求項２】
　前記他方の端面側の前記第二の目封止部材が、封止する前記セルが開口していた端面側
とは反対側の端部に、前記セルの軸方向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部
を有し、且つ、前記第二の目封止部材の封止する前記セルが開口していた側の端面が、前
記ハニカム構造体の前記他方の端面から連続する同一平面上に平坦に形成され、前記第二
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の目封止部材の前記凸状部の裾部から頂部までの長さが、０．１ｍｍより大きく、３ｍｍ
より小さい請求項１に記載の目封止ハニカム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目封止ハニカム構造体に関する。さらに詳しくは、圧力損失の上昇を軽減す
ることが可能であり、排気ガス用の捕集フィルター、中でも、ディーゼルエンジンの排気
ガス中の粒子状物質（パティキュレート）等を捕集するディーゼルパティキュレートフィ
ルター（ＤＰＦ）として有用である目封止ハニカム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多孔質の隔壁を有するハニカム構造体は、フィルター、触媒担体等に広く用いられてお
り、特にガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等の内燃機関や燃焼装置の排気ガス浄化
用又は排気ガス処理用の触媒担体やフィルター等として広く用いられている。
【０００３】
　ディーゼルエンジン等の内燃機関から排出される排気ガスには、環境汚染の原因となる
ような炭素を主成分とする粒子状物質（パティキュレート）が多量に含まれているため、
それらの排気系には、粒子状物質を捕集するためのフィルター、例えば、ディーゼルパテ
ィキュレートフィルター（ＤＰＦ）が搭載されることがある。
【０００４】
　一般に、このような目的で使用されるハニカム構造体には、図６及び図７に示すように
、多孔質の隔壁１７により仕切られた軸方向に貫通する複数のセル（流通孔）１９を有す
るハニカム構造体１２と、所定のセル１９ａの一方の端部がこのセル１９内に充填された
封止材からなる目封止部２１により封止され、残余のセル１９ｂについては所定のセル１
９ａとは反対側の他方の端部が同様に目封止部２１により封止された目封止ハニカム構造
体１１が使用される（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　排気ガスは、このようなハニカム構造体からなるフィルター（目封止ハニカム構造体１
１）の一方の端面１３から内部に流入し、ガス中に含まれる粒子状物質等が除去された後
、他方の端面１５から流出する。
【０００６】
　具体的には、まず、排気ガスは、このフィルターの流入側端面１３において端部が封止
されておらず、流出側端面１５において端部が封止されたセル１９ｂに流入し、多孔質の
隔壁１７を通って、流入側端面１３において端部が封止され、流出側端面１５において端
部が封止されていないセル１９ａに移動し、このセル１９ａから排出される。
【０００７】
　そして、この際に隔壁１７が濾過層となり、排気ガス中のパティキュレートが隔壁１７
に捕捉され隔壁１７上に堆積する。
【０００８】
　近年、そのハニカム構造体で排気ガスを処理するときの圧力損失を低減し、より効率的
に排気ガスを処理するために、ハニカム構造体の隔壁の高気孔率化、薄壁化が進んでいる
。
【０００９】
　また、粒子状物質の堆積による圧力損失の急増を防止する方法として、目封止部材に、
セルの端面より上流側に向かって細くなる形状にて突出する突出部位が形成された目封止
ハニカム構造体が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－２６９５８５号公報
【特許文献２】特開２００２－３０９９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　しかしながら、このような従来の目封止ハニカム構造体であっても、圧力損失の上昇を
軽減する効果は未だ十分とはいえず、また、取扱い性や耐衝撃性等の向上に関しても問題
があった。
【００１１】
　また、エンジンの燃費向上や効率的に排気ガスを処理するためには、初期状態、即ち、
パティキュレート等が付着していない状態での目封止ハニカム構造体の圧力損失を低減さ
せることが必要であり、このように初期状態での圧力損失が軽減された目封止ハニカム構
造体の開発も望まれている。
【００１２】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、流体を通
過させる際の圧力損失の上昇を軽減することが可能な目封止ハニカム構造体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　発明者らは、上述の課題を解決するべく鋭意研究した結果、従来の目封止ハニカム構造
体においては、目封止部材における、セルが開口していた端面側とは反対側の端部（セル
の軸方向の中央部側の端部）が、平坦又は目封止部材の内側に窪んだ形状であり、このよ
うな目封止部材の端部の形状が目封止ハニカム構造体の圧力損失の急激な上昇の原因とな
っていることを発見した。
【００１４】
　このため、セルの開口部を封止する目封止部材において、封止するセルが開口していた
端面側とは反対側の端部（セルの軸方向の中央部側の端部）に、セルの軸方向における中
央部に向かって凸となる形状の凸状部を有するものとすることにより上記目的を達成する
ことができることを見出し、本発明を完成させた。
【００１５】
　即ち、本発明により、以下の目封止ハニカム構造体が提供される。
【００１６】
［１］　多孔質の隔壁を有し、前記隔壁によって一方の端面から他方の端面まで貫通する
複数のセルが区画形成された柱状のハニカム構造体と、所定のセルの前記一方の端面側の
開口部を封止する複数の第一の目封止部材と、残余のセルの前記他方の端面側の開口部を
封止する複数の第二の目封止部材と、を備えた目封止ハニカム構造体であって、前記第一
の目封止部材及び前記第二の目封止部材が、前記ハニカム構造体となるハニカム成形体の
セルの開口部に充填された目封止スラリーを焼成することにより形成されたものであり、
前記一方の端面側の前記第一の目封止部材が、封止する前記セルが開口していた端面側と
は反対側の端部に、前記セルの軸方向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部を
有し、且つ、前記第一の目封止部材の封止する前記セルが開口していた側の端面が、前記
ハニカム構造体の前記一方の端面から連続する同一平面上に平坦に形成され、前記第一の
目封止部材の前記凸状部の裾部から頂部までの長さが、０．１ｍｍより大きく、３ｍｍよ
り小さい目封止ハニカム構造体。
【００１８】
［２］　前記他方の端面側の前記第二の目封止部材が、封止する前記セルが開口していた
端面側とは反対側の端部に、前記セルの軸方向における中央部に向かって凸となる形状の
凸状部を有し、且つ、前記第二の目封止部材の封止する前記セルが開口していた側の端面
が、前記ハニカム構造体の前記他方の端面から連続する同一平面上に平坦に形成され、前
記第二の目封止部材の前記凸状部の裾部から頂部までの長さが、０．１ｍｍより大きく、
３ｍｍより小さい前記［１］に記載の目封止ハニカム構造体。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の目封止ハニカム構造体は、セルの開口部を封止する目封止部材が、封止するセ
ルが開口していた端面側とは反対側の端部に、セルの軸方向における中央部に向かって凸
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となる形状の凸状部を有することから、流体を通過させた際における圧力損失の上昇を軽
減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の目封止ハニカム構造体の実施の形態について説明するが、本発明は以下
の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通
常の知識に基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発
明の範囲に入ることが理解されるべきである。
【００２４】
　図１は、本発明の目封止ハニカム構造体の一の実施の形態を模式的に示す斜視図であり
、図２は、図１に示す目封止ハニカム構造体を平面Ｄで切断した断面図であり、図３は、
図２に示す目封止ハニカム構造体の一方の端部における拡大断面図である。
【００２５】
　図１～図３に示すように、本実施の形態の目封止ハニカム構造体１は、多孔質の隔壁４
を有し、隔壁４によって一方の端面７ａから他方の端面７ｂまで貫通する複数のセル５が
区画形成された柱状のハニカム構造体２と、所定のセル５ａの一方の端面７ａ側の開口部
を封止する複数の第一の目封止部材３ａと、残余のセル５ｂの他方の端面７ｂ側の開口部
を封止する複数の第二の目封止部材３ｂと、を備えた目封止ハニカム構造体１であって、
第一の目封止部材３ａが、封止するセル５ａが開口していた端面７ａ側とは反対側の端部
に、セル５の軸方向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部６を有し、且つ、第
一の目封止部材３ａの封止するセルが開口していた側の端面が、ハニカム構造体の一方の
端面から連続する同一平面上に平坦に形成されている目封止ハニカム構造体１である。
【００２６】
　このように構成することによって、セル５に流体を通過させた際における圧力損失の上
昇を軽減することができる。
【００２７】
　前述したセル５の軸方向とは、柱状のハニカム構造体２の一方の端面７ａから他方の端
面７ｂに向けてセル５が貫通する方向を意味する。
【００２８】
　また、本実施の形態の目封止ハニカム構造体１においては、少なくとも第一の目封止部
材３ａが凸状部６を有していればよいが、例えば、他方の端面７ｂ側の第二の目封止部材
３ｂが、封止するセル５ｂが開口していた端面７ｂ側とは反対側の端部に、セル５の軸方
向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部６を有していてもよい。
【００２９】
　このように構成することによって、一方の端面７ａ及び他方の端面７ｂのいずれの方向
から流体を通過させたとしても、圧力損失の上昇を有効に軽減することができる。
【００３０】
　ここで、目封止ハニカム構造体１のセル５の内部に流体が通過した際における、セル５
の内部における圧力の変化について説明する。
【００３１】
　図４は、従来の目封止ハニカム構造体において、セル内部に流入した流体が、ハニカム
構造体の隔壁を透過する際の流速分布を示すグラフであり、横軸が、セルの入口側から出
口側までの位置を示し、縦軸が、隔壁を透過する際の流速（透過流速）を示す。
【００３２】
　なお、横軸は、グラフの下側に向かうほど透過流速が大きくなることを示す。
【００３３】
　また、図５は、従来の目封止ハニカム構造体において、セル内部に流入した流体の圧力
分布を示すグラフであり、横軸が、セルの入口側から出口側までの位置を示し、縦軸が、
流体の圧力変化を示す。
【００３４】
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　なお、横軸は、グラフの上側に向かうほど圧力が高くなることを示す。
【００３５】
　図４及び図５のグラフにおいて、横軸のＡが示す範囲は、入口側のセルの開口部に目封
止部材が配設されている領域を示し、Ｃが示す範囲は、出口側のセルの開口部に目封止部
材が配設されている領域を示し、Ｂが示す範囲は、目封止部材が配設されていない領域を
示す。
【００３６】
　また、図５のグラフにおいて、Ｐで示す線は、入口側のセルの開口部が開放され且つ出
口側のセルの開口部に目封止部材が配設されたセルにおける圧力を示し、Ｑで示す線は、
入口側のセルの開口部に目封止部材が配設され且つ出口側のセルの開口部が開放されたセ
ルにおける圧力を示している。
【００３７】
　図４に示すように、従来の目封止ハニカム構造体においては、セルの出口側近傍におい
て流体の透過流速が非常に速いことが分かる。
【００３８】
　この流速分布の影響により、図５に示すように、セルの出口側近傍における流体の圧力
が大幅に低下しており、これが入口側と出口側とにおける圧力差（即ち、圧力損失）の原
因となっている。
【００３９】
　このようなことから、本実施の形態の目封止ハニカム構造体においては、図１～図３に
示すように、少なくとも第一の目封止部材３ａ、好ましくは、第一の目封止部材３ａと第
二の目封止部材３ｂの両方が、封止するセル５が開口していた端面側とは反対側の端部に
、セル５の軸方向における中央部に向かって凸となる形状の凸状部６を有するものとし、
例えば、一方の端面７ａが流体の流出側となるように目封止ハニカム構造体１を配置した
場合には、セル５の出口側近傍におけるセル５の軸方向に垂直な断面における面積（以下
、「セル断面積」という）を縮小させて出口側近傍の流体の流量を減少させ、この出口側
近傍における透過流速を遅くすることができる。
【００４０】
　これにより、出口側近傍における流体の圧力は上昇し、セルの入口側と出口側とにおけ
る圧力差を小さくして、圧力損失の上昇を軽減することができる。
【００４１】
　また、第二の目封止部材３ｂも凸状部６を有する場合には、フィルターの再生等におい
て行われる逆洗浄等の際の圧力損失の上昇を軽減することができる。
【００４２】
　また、本実施の形態の目封止ハニカム構造体１においては、目封止部材３（第一の目封
止部材３ａ及び／又は第二の目封止部材３ｂ）の凸状部６が、所定の曲率を有する曲面に
よって構成され、セル５の軸方向における中央部に向かって凸となる形状であることが好
ましい。
【００４３】
　このように、目封止部材３の凸状部６が、所定の曲率を有する曲面によって構成された
形状であることにより、凸状部６が形成されている部位に流体が流入する際に、流体の流
れに乱れが生じ難くなり、流体の変流による圧力上昇を抑制することができる。
【００４４】
　上記したように凸状部６を所定の曲率を有する形状とする場合には、流体の流れがより
整然としたものとなるように、比較的滑らかな曲面によって構成されていることが好まし
い。
【００４５】
　具体的な曲率の値については、目封止ハニカム構造体１の全体の大きさ、セル５の長さ
や開口部の大きさ、また、目封止ハニカム構造体１の使用目的等に応じて適宜決定するこ
とができる。
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【００４６】
　また、目封止部材３の凸状部６の裾部９から頂部８までの長さＸ（図３参照）が、０ｍ
ｍより大きく、３ｍｍより小さいことが好ましく、０ｍｍより大きく、１ｍｍより小さい
ことがさらに好ましい。
【００４７】
　上記長さＸが３ｍｍ以上になると、セル内の有効体積の減少により、管路通過損失（ハ
ーゲンポアズイユ損失）が上昇するため圧力損失が上昇することがある。
【００４８】
　また、目封止部材３の凸状部６の裾部９から頂部８までの長さＸを３ｍｍ以上とするに
は、目封止部材３の材料となるペースト状の目封止スラリーの水分量を多くする必要があ
り、目封止部材３の気孔率が低くなり過ぎてしまい、目封止部材３の剛性が高くなること
で再生時にクラックが入ることがある。
【００４９】
　また、目封止部材３の凸状部６の裾部９から頂部８までの長さＸは、０．１ｍｍ以上で
ある。なお、図３におけるＹは、目封止の深さを示している。
【００５０】
　本実施の形態の目封止ハニカム構造体１におけるハニカム構造体２は、多孔質の隔壁４
を有し、この隔壁４によって一方の端面７ａから他方の端面７ｂまで貫通する複数のセル
５が区画形成された柱状のハニカム構造体２であり、従来公知の目封止ハニカム構造体に
用いられるハニカム構造体と同様に構成されたものを好適に用いることができる。
【００５１】
　ハニカム構造体２の材料としては、強度、耐熱性の観点から、炭化珪素、珪素－炭化珪
素系複合材料、窒化珪素、コージェライト、ムライト、アルミナ、スピネル、炭化珪素－
コージェライト系複合材、珪素－炭化珪素複合材、リチウムアルミニウムシリケート、チ
タン酸アルミニウム、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系金属からなる群より選択される少なくとも１種
を用いることが好ましい。
【００５２】
　ハニカム構造体２の形状については、特に制限はなく、例えば、ハニカム構造体の柱状
構造の中心軸に垂直な断面形状として、四角形等の多角形、円形、楕円形、長円形、異形
等を挙げることができる。
【００５３】
　また、セル５の軸方向に垂直な断面形状についても特に制限はなく、例えば、三角形、
四角形、六角形、八角形、円形、あるいはこれらを組み合わせた形状を挙げることができ
る。
【００５４】
　なお、セル５の開口部の面積は、全てのセル５で同一とする必要はなく、開口面積の異
なるセル５が混在するように構成されたものであってもよい。
【００５５】
　また、ハニカム構造体２におけるセル密度は、特に限定されるものではないが、セル密
度が小さすぎると、フィルターとしての強度及び有効ＧＳＡ（幾何学的表面積）が不足し
、セル密度が大きすぎると、被処理流体が流れる場合の圧力損失が大きくなる。
【００５６】
　セル密度は、好ましくは、０．９～３１１セル／ｃｍ２（６～２０００セル／平方イン
チ）、さらに好ましくは７．８～１５５セル／ｃｍ２（５０～１０００セル／平方インチ
）、最も好ましくは１５．５～９３．０セル／ｃｍ２（１００～６００セル／平方インチ
）の範囲である。
【００５７】
　また、本実施の形態の目封止ハニカム構造体１に用いられる目封止部材３は、封止する
セル５が開口していた端面側とは反対側の端部に凸状部６を有すること以外のその他の構
成については、従来公知の目封止ハニカム構造体に用いられる目封止部材と同様に構成さ
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れていることが好ましい。
【００５８】
　目封止部材３の材質としては、ハニカム構造体２の好ましい材料として挙げたものを好
適に用いることができる。
【００５９】
　例えば、炭化珪素、珪素－炭化珪素系複合材料、窒化珪素、コージェライト、ムライト
、アルミナ、スピネル、炭化珪素－コージェライト系複合材、珪素－炭化珪素複合材、リ
チウムアルミニウムシリケート、チタン酸アルミニウム、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系金属からな
る群から選択される少なくとも１種を用いることが好ましく、さらに、ハニカム構造体２
を構成する材料と同材料を使用することがさらに好ましい。
【００６０】
　このように構成することによって、ハニカム構造体２と目封止部材３との熱膨張率を合
わせることができ、熱膨張差によるクラックの発生を有効に防止することができる。
【００６１】
　このような目封止部材３を用いてセル５の開口部を封止する場合には、通常はセルの開
口部を千鳥状に封止するように配設するものであるが、セル５を封止するパターンはこれ
に限らない。
【００６２】
　例えば、図示は省略するが、封止されているセルを複数集合させて、片側の端面におい
て封止されていないセルも複数集合させる構成でもよいし、封止されているセルを列状に
集合させて、片側の端面において封止されていないセルも列状に集合させる構成でもよい
。
【００６３】
　あるいは、同心円状や放射状となるように開口部を封止してもよく、セルの形状によっ
て様々なパターンが可能である。
【００６４】
　また、これまでの本実施の形態においては、セルを区画形成する隔壁と外壁とが一体で
成形された一体成形のハニカム構造体や、隔壁の外周部分に別途外壁が形成されたハニカ
ム構造体についての説明を行ってきたが、例えば、セグメント構造（ハニカムセグメント
）を有するハニカム構造体においても適用することができる。
【００６５】
　ここで、本実施の形態の目封止ハニカム構造体の製造方法について説明する。
【００６６】
　本実施の形態の目封止ハニカム構造体を製造する際には、まず、ハニカム構造体の作製
するための成形用坏土を調製する。
【００６７】
　この成形用坏土は、例えば、ハニカム構造体の好ましい材料として上記した原料の粉末
（原料粉末）に、バインダ、分散剤、造孔剤、界面活性剤等の添加剤や、溶媒としての水
等を添加して、混合・混練することによって得ることができる。
【００６８】
　上記バインダとしては、例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ポリビニルアルコ
ール、ポリエチレンテレフタレート等を挙げることができ、分散剤としては、例えば、エ
チレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコール等を挙げることができ、
造孔剤としては、例えば、グラファイト、コークス、小麦粉、澱粉、発泡系樹脂、吸水性
樹脂、フェノール樹脂、ポリエチレンテレフタレート、フライアッシュバルーン、シリカ
ゲル、有機質繊維、無機質繊維、中空繊維等を挙げることができる。
【００６９】
　これら添加剤は、目的に応じて１種単独又は２種以上組み合わせて用いることができる
。
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【００７０】
　この成形用坏土は、通常、上記原料粉末及び必要に応じて添加される添加物の混合原料
粉末１００質量部に対して、１０～４０質量部程度の水を投入することが好ましい。
【００７１】
　次に、得られた成形用坏土を成形してハニカム成形体（未焼成のハニカム構造体）を得
る。
【００７２】
　成形の方法としては、例えば、押出成形を挙げることができ、真空土練機、ラム式押出
成形機、２軸スクリュー式連続押出成形機等を用いて行うことができる。
【００７３】
　ハニカム成形体の外形としては、製造するハニカム構造体の形状に応じて決定すること
ができ、例えば、中心軸に垂直な断面形状として、四角形等の多角形、円形、楕円形、長
円形、異形等を挙げることができる。
【００７４】
　次に、成形して得られたハニカム成形体を乾燥する。
【００７５】
　乾燥の手段としては、各種方法で行うことが可能であるが、例えば、熱風乾燥、マイク
ロ波乾燥、誘電乾燥、減圧乾燥、真空乾燥、凍結乾燥等を挙げることができる。
【００７６】
　中でも、誘電乾燥、マイクロ波、及び熱風乾燥からなる群より選択される少なくとも１
種の乾燥方法を用いることが好ましい。
【００７７】
　また、乾燥条件としては、３０～１５０℃で１分～２時間乾燥することが好ましい。
【００７８】
　ここで、必要に応じて乾燥したハニカム成形体の両端面を所定の長さに切断加工する。
【００７９】
　次に、目封止部材の原料となる目封止スラリーを調製する。
【００８０】
　目封止スラリーは、上述の目封止部材の好ましい材料として挙げた原料の粉末（原料粉
末）に、必要に応じて、バインダ、分散剤、造孔剤、界面活性剤等の添加剤を添加し、溶
媒としての水を添加してスラリー状にし、その後、ミキサー等を使用して混練することに
より得ることができる。
【００８１】
　本実施の形態の目封止ハニカム構造体を製造する際には、この目封止スラリーの水分量
を、従来用いられる目封止スラリーの水分量よりも少なくなるように調製して、目封止ス
ラリーの表面張力を小さくする。
【００８２】
　このように構成することによって、ハニカム成形体のセルの開口部に目封止スラリーを
充填した際に、充填した目封止スラリーの先端部（即ち、目封止部材における、封止する
セルが開口していた端面側とは反対側の端部）が、セルの軸方向における中央部に向かっ
て凸となる形状になる。
【００８３】
　なお、目封止スラリーを調製する際に添加する添加剤についても、ハニカム成形体を成
形するための成形用坏土に使用した添加剤と同様のものを用いることができ、例えば、バ
インダとしては、例えば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ポリビニルアルコール、ポ
リエチレンテレフタレート等を挙げることができ、分散剤としては、例えば、エチレング
リコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコール等を挙げることができ、造孔剤と
しては、例えば、グラファイト、コークス、小麦粉、澱粉、発泡系樹脂、吸水性樹脂、フ
ェノール樹脂、ポリエチレンテレフタレート、フライアッシュバルーン、シリカゲル、有
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機質繊維、無機質繊維、中空繊維等を挙げることができる。
【００８４】
　これら添加剤は、目的に応じて１種単独又は２種以上組み合わせて用いることができる
。
【００８５】
　次に、ハニカム成形体の一方の端面（例えば、図１に示すハニカム構造体２の一方の端
面７ａ）において、開口部を封止するセル（例えば、図１に示すハニカム構造体２の所定
のセル５ａ）以外のセル（例えば、図１に示すハニカム構造体２の残余のセル５ｂ）の開
口部にマスクをし、その端面を、上記目封止スラリーが貯留された貯留容器中に浸漬して
、一方の端面における所定のセルの開口部に目封止スラリーを充填する。
【００８６】
　その後、ハニカム成形体の他方の端面（例えば、図１に示すハニカム構造体２の他方の
端面７ｂ）において、上記一方の端面においてマスクをしなかったセル（例えば、図１に
示すハニカム構造体２の残余のセル５ｂ）にマスクをし、その端面を、上記目封止スラリ
ーが貯留された貯留容器中に浸漬して、他方の端面における残余のセルに目封止スラリー
を充填する。
【００８７】
　このようにして、ハニカム成形体の所定のセル及び残余のセルの開口部に目封止スラリ
ーが充填された目封止ハニカム成形体を得る。
【００８８】
　上記したように、この目封止スラリーは、水分量が従来用いられる目封止スラリーの水
分量よりも少なくなるように調製していることから、セルの開口部に充填した際に、充填
した目封止スラリーの先端部（即ち、目封止部材における、封止するセルが開口していた
端面側とは反対側の端部）が、セルの軸方向における中央部に向かって凸となる形状にな
る。
【００８９】
　この凸となる形状が目封止部材における凸状部となる。
【００９０】
　セルの開口部をマスクする方法については特に制限はないが、例えば、ハニカム成形体
の端面全体に粘着性フィルムを貼着し、貼着した粘着性フィルムの所定の部位に孔を開け
てマスクを形成する方法等を挙げることができる。
【００９１】
　より具体的には、ハニカム構造体の端面全体に粘着性フィルムを貼着した後に、開口部
を封止するセルに相当する部分のみをレーザ等により孔を開ける方法等を好適に用いるこ
とができる。
【００９２】
　粘着性フィルムとしては、ポリエステル、ポリエチレン、熱硬化性樹脂等の樹脂からな
るフィルムの一方の表面に粘着剤が塗布されたもの等を好適に用いることができる。
【００９３】
　また、目封止部材を形成する方法に関しては、上記した目封止スラリーをセルの開口部
に充填する方法に限定されることはなく、例えば、予め、セルの開口部の大きさに合わせ
て、セラミック等の材料を用いて、片側の端部に凸状部が形成された目封止部材を作製し
、この目封止部材をハニカム成形体の所定のセル及び残余のセルの開口部に配置、固定す
る方法を用いてもよい。
【００９４】
　なお、上記したような目封止部材を予め作製し、この目封止部材をセルの開口部に目封
止部材を配設する場合には、ハニカム成形体が粘り気のある成形用坏土より成形された成
形体であるため、目封止部材をセルの開口部に嵌め合わせるだけで、セルの開口部に固定
することができる。
【００９５】
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　次に、このようにして得られた、目封止ハニカム成形体を乾燥させる。
【００９６】
　この乾燥工程においては、特に限定されることはないが、従来の製造方法と比較して昇
温速度を上昇させて、充填した目封止スラリーの乾燥に伴う変形（収縮）が生じる前に乾
燥を完了させることが好ましい。
【００９７】
　これにより、充填した目封止スラリー等の端部の凸形状を保持したまま乾燥を行うこと
ができ、良好な形状の凸状部を有する目封止部材を形成することができる。
【００９８】
　このようにして目封止ハニカム成形体を乾燥させた後、所定の温度に加熱して焼成する
ことにより、本実施の形態の目封止ハニカム構造体を製造する。
【００９９】
　焼成の条件としては、成形用坏土に用いた原料粉末等の種類によって適宜最適な条件を
設定することができるが、例えば、大気雰囲気中１３５０～１４５０℃で、１～２０時間
焼成することが好ましい。
【０１００】
　なお、本実施の形態の目封止ハニカム構造体を製造する際には、例えば、目封止スラリ
ーをハニカム成形体のセルの開口部に充填する前にハニカム成形体を一旦焼成し、先に焼
成したハニカム成形体のセルの開口部に目封止スラリーを充填し、再度、充填した目封止
スラリーの乾燥及び焼成を行って目封止ハニカム構造体を製造してもよい。
【０１０１】
　また、目封止ハニカム成形体が得られた段階において脱脂のための仮焼を行い、この仮
焼後に上記の焼成を行ってもよい。
【０１０２】
　以上のようにして、図１～図３に示すような、少なくとも一方の目封止部材（第一の目
封止部材）が、封止するセルが開口していた端面側とは反対側の端部に、セルの軸方向に
おける中央部に向かって凸となる形状の凸状部を有する目封止ハニカム構造体を製造する
ことができる。
【０１０３】
　勿論、上記製造方法においては、第一の目封止部材と第二の目封止部材との両方が、封
止するセルが開口していた端面側とは反対側の端部に、セルの軸方向における中央部に向
かって凸となる形状の凸状部を有する目封止ハニカム構造体を製造してもよい。
【０１０４】
　なお、本実施の形態の目封止ハニカム構造体の製造方法については、上記の製造方法に
限定されることはない。
【０１０５】
　例えば、ハニカム構造体（又はハニカム成形体）を得る際には、セルを区画形成する隔
壁と外壁とが一体で成形された一体成形のハニカム構造体や、隔壁の外周部分に別途外壁
形成されたハニカム構造体を作製するのではなく、例えば、セグメント構造を有するハニ
カム構造体（ハニカムセグメント）を作製し、そのセルの開口部に目封止スラリーを充填
して目封止ハニカム構造体を製造してもよい。
【実施例】
【０１０６】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【０１０７】
（実施例１）
　本実施例においては、ハニカムセグメントを有するハニカム構造体のセルの開口部に目
封止部材が配設された目封止ハニカム構造体を製造した。
【０１０８】
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（ハニカムセグメントの作製）
　ハニカムセグメントの原料として、ＳｉＣ粉末及び金属Ｓｉ粉末を８０：２０の質量割
合で混合し、これに造孔材として澱粉、発泡樹脂を加え、さらにメチルセルロース及びヒ
ドロキシプロポキシルメチルセルロース、界面活性剤及び水を添加して、可塑性の成形用
坏土を作製した。
【０１０９】
　次に、この成形用坏土を押出成形し、マイクロ波及び熱風で乾燥して隔壁の厚さが３１
０μｍ、セル密度が約４６．５セル／ｃｍ２（３００セル／平方インチ）、断面が一辺３
５ｍｍの正四角形、長さが１５２ｍｍのハニカムセグメント成形体を得た。
【０１１０】
　このハニカムセグメント成形体の所定のセルの一方の端面側の開口部と残余のセルの他
方の端面側の開口部とが市松模様状を呈するように、セルの両端面に目封止部材を配設し
た。
【０１１１】
　目封止部材は、ハニカムセグメント成形体と同材料を用いて、予め、セルの開口部の大
きさに合わせて、セルの開口面積と略同程度の外周の柱状で、且つその片側の端部に凸状
部を有する形状に成形した。得られた目封止部材は、対応するセルの開口部にピンセット
を用いて配置、固定した。
【０１１２】
　本実施例においては、目封止部材の凸状部の底部から頂部までの長さ（図３における長
さＸ）を０．５ｍｍとした。
【０１１３】
　なお、ハニカムセグメント成形体は粘り気のある成形用坏土より成形された成形体であ
るため、上記した目封止部材をセルの開口部に配置するだけで、目封止部材はセルの開口
部にしっかりと固定され、開口部から脱落することはなかった。
【０１１４】
　次に、目封止部材を配設したハニカムセグメント成形体を乾燥させた後、大気雰囲気中
約４００℃で脱脂し、その後、Ａｒ不活性雰囲気約１４５０℃で焼成して、ＳｉＣ結晶粒
子をＳｉで結合させた、多孔質構造を有するハニカムセグメントを得た。
【０１１５】
（接合材の調製）
　無機繊維としてアルミノシリケート繊維、無機バインダとしてコロイダルシリカ及び粘
土、無機粒子としてＳｉＣを混合したものにさらに水を加えて、場合によっては、有機バ
インダ（ＣＭＣ、ＰＶＡ）、発泡樹脂及び分散剤を加えて、ミキサーにて３０分間混練を
行い、ペースト状の接合材を得た。
【０１１６】
（目封止ハニカム構造体の作製）
　ハニカムセグメントの外壁面に、厚さ約１ｍｍとなるように接合材をコーティングして
接合材層を形成した。
【０１１７】
　その後、塗布面の上に別のハニカムセグメントを載置する工程を繰返し、１６個のハニ
カムセグメントからなるハニカムセグメント積層体を作製し、外部より圧力を加え、全体
を接合させた後、１４０℃、２時間乾燥してハニカムセグメント接合体を得た。
【０１１８】
　その後、ハニカムセグメント接合体の外周を円筒状に研削後、コーティング材を塗布し
、７００℃、２時間乾燥硬化させ、目封止ハニカム構造体を得た。
【０１１９】
　このようにして得られた目封止ハニカム構造体に対して、評価基準風洞を用いた風洞実
験を行って圧力損失を測定した。測定結果を表１に示す。
【０１２０】
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　風洞実験は、特開２００５－１７２６５２号公報に記載されたフィルターの圧力損失測
定装置を用いて測定を行った。
【０１２１】
　この風洞実験における流体の流量は１０Ｎｍ３／ｍｉｎとし、実験時温度は２５℃とし
た。
【０１２２】
【表１】

【０１２３】
（実施例２～５）
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　目封止部材の凸状部の裾部から頂部までの長さを、実際例２が１．０ｍｍ（凸状部に曲
率なし）、実際例３が２．５ｍｍ（凸状部に曲率なし）、実際例４が０．５ｍｍ（凸状部
に曲率あり）、実際例５が１．０ｍｍ（凸状部に曲率あり）、としたこと以外は、実際例
１と同様の材料及び方法にて目封止ハニカム構造体を製造し、それぞれの目封止ハニカム
構造体について、実施例１と同様の方法にて圧力損失を測定した。
【０１２４】
　測定結果を表１に示す。
【０１２５】
（比較例１及び２）
　目封止部材を、比較例１においては、封止するセルが開口していた端面側とは反対側の
端部を平坦とし、比較例２においては、実際例１とは逆に、内側に窪んだ凹状部（裾部か
ら頂部までの長さは－０．５ｍｍ）が形成されたものとした以外は、実際例１と同様の材
料及び方法にて目封止ハニカム構造体を製造し、それぞれの目封止ハニカム構造体につい
て、実施例１と同様の方法にて圧力損失を測定した。
【０１２６】
　測定結果を表１に示す。
【０１２７】
　また、比較例１の圧力損失を１００％とした場合における、比較例１の圧力損失の値か
ら実施例１～５及び比較例２のそれぞれの圧力損失の値を差し引いた値の割合（低減率）
を算出した。結果を表１に示す。
【０１２８】
　実施例１～５の目封止ハニカム構造体は、従来の比較例１の目封止ハニカム構造体と比
較して圧力損失の上昇が軽減されており、低減率は正の値を示していた。
【０１２９】
　また、凸状部における曲率の有無を比較した場合、曲率のある目封止部材を備えた目封
止ハニカム構造体（実施例４及び５）の方が、より圧力損失の上昇が軽減されていた。
【０１３０】
　また、内側に窪んだ凹状部を有する目封止部材を備えた比較例２の目封止ハニカム構造
体は、圧力損失の上昇が増大しており、低減率は負の値を示していた。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明の目封止ハニカム構造体は、排気ガス用の捕集フィルターとして、例えば、ディ
ーゼルエンジン等からの排気ガスに含まれている粒子状物質（パティキュレート）を捕捉
して除去するためのディーゼルパティキュレートフィルター（ＤＰＦ）として有用である
。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の目封止ハニカム構造体の一の実施の形態を模式的に示す斜視図である。
【図２】図１に示す目封止ハニカム構造体を平面Ｄで切断した断面図である。
【図３】図２に示す目封止ハニカム構造体の一方の端部における拡大断面図である。
【図４】従来の目封止ハニカム構造体において、セル内部に流入した流体が、ハニカム構
造体の隔壁を透過する際の流速分布を示すグラフである。
【図５】従来の目封止ハニカム構造体のセルの内部における流体の圧力分布を示すグラフ
である。
【図６】フィルターとして用いた目封止ハニカム構造体の構造を示す概要説明図であり、
目封止ハニカム構造体の一端面側から見た平面図である。
【図７】図６に示す目封止ハニカム構造体の断面図である。
【符号の説明】
【０１３３】
１：目封止ハニカム構造体、２：ハニカム構造体、３：目封止部材、３ａ：第一の目封止
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部材、３ｂ：第二の目封止部材、４：隔壁、５：セル、５ａ：所定のセル、５ｂ：残余の
セル、６：凸状部、７ａ：一方の端面（端面）、７ｂ：他方の端面（端面）、８：頂部、
９：裾部、１１：目封止ハニカム構造体、１２：ハニカム構造体、１３：端面（流入側端
面）、１５：端面（流出側端面）、１７：隔壁、１９：セル、１９ａ：セル（所定のセル
）、１９ｂ：セル（残余のセル）、２１：目封止部、Ａ：入口側のセルの開口部に目封止
部材が配設されている領域、Ｂ：目封止部材が配設されていない領域、Ｃ：出口側のセル
の開口部に目封止部材が配設されている領域、Ｐ：入口側のセルの開口部が開放され且つ
出口側のセルの開口部に目封止部材が配設されたセルの圧力を示す線、Ｑ：入口側のセル
の開口部に目封止部材が配設され且つ出口側のセルの開口部が開放されたセルの圧力を示
す線、Ｘ：目封止部材の凸状部の裾部から頂部までの長さ、Ｙ：目封止の深さ。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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